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「「「「福祉優待福祉優待福祉優待福祉優待バスバスバスバス乗車証交付事業乗車証交付事業乗車証交付事業乗車証交付事業」」」」とはとはとはとは    

目的目的目的目的    

高齢者及び障がい者の移動支援として、福祉優待バス乗車証（以下「乗車証」

という。）を交付することにより、社会参加の増進を図る。 

 

事業概要事業概要事業概要事業概要    

  現行では、市内を運行する路線バスを対象として、乗車証を提示することによ

り、市内乗降車につき、敬老バス乗車証の場合：１乗車１００円、障がいバス乗

車証の場合：無料（介護人付の場合は本人に加え介護人一人も無料）で乗車でき

る。 

  平成平成平成平成２９２９２９２９年年年年１０１０１０１０月月月月１１１１日日日日からはからはからはからは、、、、適用運行範囲適用運行範囲適用運行範囲適用運行範囲をををを拡大拡大拡大拡大しししし、、、、市内市内市内市内からからからから市外市外市外市外、、、、市外市外市外市外かかかか

らららら市内市内市内市内でもでもでもでも利用利用利用利用できるようにできるようにできるようにできるように事業事業事業事業のののの充実充実充実充実をををを図図図図るるるる。。。。    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

事業費事業費事業費事業費（（（（バスバスバスバス事業者事業者事業者事業者へのへのへのへの負担金負担金負担金負担金））））    

 平成 29年度当初予算額 138,544,470円 

【うち、10月 1日からの増額分 2,140,320円】 

 

対象対象対象対象者数者数者数者数（（（（平成平成平成平成２９２９２９２９年年年年 4444月月月月 1111日現在日現在日現在日現在））））        

・敬老バス乗車証  38,691人  

・障がいバス乗車証  6,509人 【合計】45,200人  

    

件 名： 福祉優待バス乗車証の利用区間拡大について 

担当課： 健康福祉部 高齢福祉課 高齢者支援担当 （電話：083-934-2793） 

～～～～利用方法利用方法利用方法利用方法～～～～    

☆１☆１☆１☆１乗車乗車乗車乗車１００１００１００１００円円円円となるとなるとなるとなる利用区間利用区間利用区間利用区間    

・・・・山口市内山口市内山口市内山口市内（（（（乗乗乗乗りりりり））））⇒⇒⇒⇒山口市内山口市内山口市内山口市内（（（（降降降降りりりり））））    

・・・・山口市内山口市内山口市内山口市内（（（（乗乗乗乗りりりり））））⇒⇒⇒⇒市外市外市外市外（（（（降降降降りりりり））））    

・・・・市外市外市外市外（（（（乗乗乗乗りりりり））））⇒⇒⇒⇒山口市内山口市内山口市内山口市内（（（（降降降降りりりり））））    

    

※※※※市外市外市外市外（（（（乗乗乗乗りりりり））））→→→→市外市外市外市外（（（（降降降降りりりり））））のののの乗車乗車乗車乗車、、、、高速高速高速高速バスバスバスバス、、、、特急特急特急特急バスバスバスバス、、、、空港連絡空港連絡空港連絡空港連絡バスはバスはバスはバスは

利用利用利用利用できませんのでできませんのでできませんのでできませんので、、、、正規正規正規正規のののの運賃運賃運賃運賃がががが必要必要必要必要ですですですです。。。。    
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周知方法周知方法周知方法周知方法    

 ・市報９月１５日号に記事掲載 

 ・対象者に周知ハガキを発送 

 ・バス車内に周知ポスターを掲示 

 

乗車証乗車証乗車証乗車証のののの有効期限有効期限有効期限有効期限についてについてについてについて    

 乗車証の有効期限は平成３１年３月末までとしており、現在配布しているものは

期限まで引き続き使用することができる。 

    

対象者対象者対象者対象者詳細詳細詳細詳細    

①敬老バス乗車証 

山口市に住民登録がある 70歳以上の高齢者に交付 

※障がいバス乗車証の対象者は除く 

  乗車証を提示すると１乗車 100円 

 

②障がいバス乗車証 

山口市に住民登録がある下記の方が対象（年齢制限なし） 

  乗車証と各種障害者手帳を提示すると市内無料 

 

・身体障害者手帳１級～３級の所持者 

  ・療育手帳 Aの所持者 

  ・精神障害者保健福祉手帳１級～２級の所持者 

 

（障がい・介護人付バス乗車証） 

  障がいバス乗車証の対象者で、下記の条件に該当する方は、本人に加え、介護

人一人も無料で乗車できる。 

 

・身体障害者手帳１級～３級の所持者で、身体障害者旅客運賃割引規則に規定する 

第 1種身体障害者の対象者（手帳に第 1種と記載されている人） 

・療育手帳 Aの所持者 

  ・精神障害者保健福祉手帳１級の所持者 
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これまでのこれまでのこれまでのこれまでの経過経過経過経過    

  昭和５５年１０月 制度開始 山口市営バスを対象に無料化 

（対象者：７６歳以上の高齢者、身障３級、療育 A、精神１級） 

  昭和５６年度   高齢者の対象年齢を７３歳以上に変更 

  昭和５７年度   高齢者の対象年齢を７０歳以上に変更 

  平成１２年度   市営バス廃止に伴い、防長交通へ委託 

  平成１６年１０月 市内を運行する全路線バスを対象とし、敬老を１乗車 

１００円に有料化 

  平成１７年１０月 合併により適用運行範囲を拡大（旧４町域） 

  平成２２年４月  合併により、適用運行範囲を拡大（旧阿東町域） 

  平成２８年４月  乗車証の有効期間を１年から３年に変更 

  平成平成平成平成２９２９２９２９年年年年１０１０１０１０月月月月    適用運行範囲適用運行範囲適用運行範囲適用運行範囲をををを拡大拡大拡大拡大しししし、、、、市内市内市内市内からからからから市外市外市外市外、、、、市外市外市外市外からからからから市内市内市内市内でもでもでもでも

利用利用利用利用できるようにできるようにできるようにできるように変更変更変更変更    

 

①敬老バス乗車証 ②障がいバス乗車証 



平成２９年８月山口市長定例記者会見 

参考資料    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

件 名： 福祉優待バス乗車証の利用区間拡大について 

担当課： 
健康福祉部 高齢福祉課 高齢者支援担当 

（電話：083-934-2793 内線 2844） 

～平成２９年１０月１日～山口市民対象の 

福祉優待バス乗車証の利用区間を拡大します 

津和野 秋 吉 

徳山駅 

１乗車１００円 
※一定以上の障害者手帳

所持者は無料 

～利用方法～ 

☆１乗車１００円となるのは・・・ 

・山口市内（乗り）⇒山口市内（降り） 

・山口市内（乗り）⇒市外（降り） 

・市外（乗り）⇒山口市内（降り） 

上記の区間をご利用になる場合です 

 

※市外（乗り）→市外（降り）の乗車、高速バス、特急

バス、空港連絡バスは利用できませんので、正規の

運賃が必要です。 

小 野 

宇部新川駅 防府駅 

東萩駅 

山口市内 

バス停 

▼問い合わせ先▼ 

山口市役所 高齢福祉課 

電話：０８３－９３４－２７９３ 
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